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青森県介護支援専門員法定研修を受講する職員の方への配慮について（依頼） 

 

 本県における介護支援専門員研修事業の推進につきましては、格別の御理解と御協力を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、介護支援専門員の法定研修は、資格の保持のために厚生労働省がカリキュラム内容

や時間数を規定し実施しております。そのため、受講者は長時間の研修受講が必須とされて

おります。 

 つきましては、大変御負担をおかけいたしますが、以下の内容につきまして、御配慮くだ

さいますようお願い申し上げます。 

記 

 

○受講者の業務上の配慮  

上記のとおり、長時間の研修となりますので、受講者の業務及び受講のスケジュールにつ

きまして、御配慮くださいますようお願いいたします。 

 

○オンライン研修受講への配慮  

 本研修は、令和３年度以降は講義、演習ともにオンラインで実施しております。 

受講には WEB カメラとマイク機能がついたパソコン・タブレットが必要であり、受講者

が事業所の機材及びインターネット環境等の利用を希望する場合は、御配慮くださいます

ようお願いいたします。また、集中して受講できるよう、受講環境にも御配慮いただければ

幸いに存じます。 

研修受講者アンケート結果によりますと、勤務時間内に受講時間が確保できず、休暇をと

って受講した方もいらっしゃいました。受講時間の確保及び調整につきましても、御配慮を

お願いいたします。 

法定研修の受講につきまして、御理解、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

  

受講者 各位 

必要に応じて、所属長様にお渡しください。 

公益社団法人青森県介護支援専門員協会事務局 

E-mail:info@acma2015.or.jp 

青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護保険グループ 

TEL：017－734－9298 


